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水位・濁度（鶴来観測所）

雨量（尾添観測所）

平成28年
観測ﾃﾞｰﾀ

手取川の濁度・水質モニタリング結果
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水位・濁度（鶴来観測所）

雨量（尾添観測所）

平成29年
観測ﾃﾞｰﾀ

手取川の濁度・水質モニタリング結果
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水位・濁度（鶴来観測所）

雨量（尾口観測所 ※1 ）

平成30年
観測ﾃﾞｰﾀ

手取川の濁度・水質モニタリング結果 ※1 尾添雨量観測所は閉局中
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手取川の水質測定結果

美川大橋

辰口橋

白山合口堰堤

【用語の解説】
・ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）
　 水中にある有機物をバクテリアが分解するのに必要な酸素の量をいい、この値により水中にある生物化学的分解を受ける有機物の量を示します。ＢＯＤは最も広く使われている汚濁の指標です。
・SS(浮遊物質または懸濁物質)
　 水中に懸濁している不溶解性の粒子状物質のことで、粘土鉱物に由来する微粒子や、動植物プランクトン及びその死骸、下水・工場排水などに由来する有機物や金属の沈殿などが含まれます。
   通常の河川のSSは25～100mg/L以下ですが、降雨後の濁水の流出時には数百mg/L以上になることもあります。

観測所名称

環境基準点

基準類型

【生活環境の保全に関する環境基準項目】
名称 単位 環境基準値 観測年 評価

1/10 2/14 3/6 5/8 5/22 6/12 7/17 8/21 9/4 10/9 11/13 12/12 0.6
<0.5 <0.5 0.7 <0.5 0.5 0.7 0.5 0.7 0.6 <0.5 0.5 <0.5 ○

1/15 2/12 3/5 4/16 5/7 6/11 7/24 8/6 9/11 10/8 11/26 12/10 0.6
<0.5 1.0 <0.5 0.6 0.6 0.9 0.6 <0.5 <0.5 0.6 0.6 0.5 ○

1/14 2/4 3/4 4/23 5/13 6/3 7/1 8/5 9/9 10/28 11/19 12/9 0.7
<0.5 <0.5 <0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 <0.5 <0.5 0.7 0.5 <0.5 ○

1/13 2/3 3/3 4/21 5/12 6/2 7/7 8/4 9/1 10/13 11/24 12/1 0.5
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 0.5 1.0 0.5 0.6 <0.5 <0.5 ○

1/12 2/2 3/1 4/19 5/10 6/7 7/5 8/2 9/6 10/11 11/1 12/6 0.8
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 1.1 1.3 0.9 <0.5 <0.5 0.8 0.6 ○

1/10 2/7 3/7 4/20 5/9 6/6 7/12 8/1 9/5 10/10 11/7 12/5 <0.5
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 0.8 0.9 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 ○

1/9 2/20 3/6 4/17 5/15
1.6 <0.5 0.7 <0.5 <0.5

名称 単位 環境基準値 観測年
1/10 2/14 3/6 5/8 5/22 6/12 7/17 8/21 9/4 10/9 11/13 12/12

4 2 45 10 4 4 2 6 8 4 5 8
1/15 2/12 3/5 4/16 5/7 6/11 7/24 8/6 9/11 10/8 11/26 12/10

3 5 2 5 5 2 30 36 35 16 59 21
1/14 2/4 3/4 4/23 5/13 6/3 7/1 8/5 9/9 10/28 11/19 12/9

4 10 4 9 66 16 5 3 9 59 24 28
1/13 2/3 3/3 4/21 5/12 6/2 7/7 8/4 9/1 10/13 11/24 12/1

8 6 5 490 117 24 42 9 216 24 19 11
1/12 2/2 3/1 4/19 5/10 6/7 7/5 8/2 9/6 10/11 11/1 12/6

23 9 8 29 6 4 984 10 8 21 11 14
1/10 2/7 3/7 4/20 5/9 6/6 7/12 8/1 9/5 10/10 11/7 12/5

7 5 5 73 23 5 37 4 13 10 14 13
1/9 2/20 3/6 4/17 5/15

210 7 226 29 40
※SSの評価は日間平均値で判定することとされている。（日間平均値とは１日の測定値の平均値を日間平均値という。）

　上記、表のデータは定期採水を行った時点のデータであり、正確には日間平均値ではないため、参考とする。

【人の健康の保護に関する環境基準項目】
カドミウム、（全）シアン、鉛、６価クロム、ヒ素、総水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2－ジクロロエタン、1,1ジクロロエチレン、
シス－1,2－ジクロロエチレン、1,1,1－トリクロロエタン、1,1,2－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）、
チウラム、シマジン（ＣＡＴ）、チオベンカルブ(ベンチオカーブ)、ベンゼン、セレン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、ふっ素、ほう素、1,4－ジオキサン
の項目について検査を行っているが、至近５年で確認した結果、H28辰口橋で「ふっ素」が基準値を上回った。その他の項目については環境基準を超過していない。
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※環境基準は公共用水域が通常の状態（河川にあっては低水流量以上の流量）のもとにあるときに測定することとなっていますが、低水流量の把握は非常に困難であるためBODやＣＯＤについ
ては測定された年間データのうち７５％以上のデータが基準値を満足することとされています 。

Ｈ２９

Ｈ３０

ＢＯＤ mg/L 3mg/L以下

至近６年

環境基準値以下

観測所名称

環境基準点

基準類型

【生活環境の保全に関する環境基準項目】
名称 単位 環境基準値 観測年 評価

1/10 2/14 3/6 5/8 5/22 6/12 7/17 8/21 9/4 10/9 11/13 12/12 0.6
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 0.6 0.5 1.8 1.0 0.6 0.7 <0.5 ○

1/15 2/12 3/5 4/16 5/7 6/11 7/24 8/6 9/11 10/8 11/26 12/10 0.6
<0.5 0.6 <0.5 0.6 0.5 0.9 0.6 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 ○

1/14 2/4 3/4 4/23 5/13 6/3 7/1 8/5 9/9 10/28 11/19 12/9 0.5
<0.5 <0.5 <0.5 0.5 0.6 <0.5 0.6 0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 ○

1/13 2/3 3/3 4/21 5/12 6/2 7/7 8/4 9/1 10/13 11/24 12/1 0.6
<0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 0.6 <0.5 1.0 0.7 0.6 0.6 <0.5 ○

1/12 2/2 3/1 4/19 5/10 6/7 7/5 8/2 9/6 10/11 11/1 12/6 0.8
<0.5 <0.5 <0.5 0.6 0.6 0.9 1.0 1.3 0.8 <0.5 <0.5 <0.5 ○

1/10 2/7 3/7 4/20 5/9 6/6 7/12 8/1 9/5 10/10 11/7 12/5 <0.5
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 0.8 1.0 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 ○

1/9 2/20 3/6 4/17 5/15
1.4 <0.5 0.6 <0.5 <0.5

名称 単位 環境基準値 観測年
1/10 2/14 3/6 5/8 5/22 6/12 7/17 8/21 9/4 10/9 11/13 12/12

4 3 51 11 5 5 3 9 8 4 5 6
1/15 2/12 3/5 4/16 5/7 6/11 7/24 8/6 9/11 10/8 11/26 12/10

2 3 3 5 4 4 18 38 36 13 82 34
1/14 2/4 3/4 4/23 5/13 6/3 7/1 8/5 9/9 10/28 11/19 12/9

3 8 4 10 86 12 8 3 9 65 15 19
1/13 2/3 3/3 4/21 5/12 6/2 7/7 8/4 9/1 10/13 11/24 12/1

7 5 6 453 118 25 36 9 200 23 14 8
1/12 2/2 3/1 4/19 5/10 6/7 7/5 8/2 9/6 10/11 11/1 12/6

7 5 5 33 8 4 514 6 9 18 8 14
1/10 2/7 3/7 4/20 5/9 6/6 7/12 8/1 9/5 10/10 11/7 12/5

5 4 4 59 24 3 41 4 15 9 14 11
1/9 2/20 3/6 4/17 5/15

348 4 200 24 37
※SSの評価は日間平均値で判定することとされている。（日間平均値とは１日の測定値の平均値を日間平均値という。）

　上記、表のデータは定期採水を行った時点のデータであり、正確には日間平均値ではないため、参考とする。
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※環境基準は公共用水域が通常の状態（河川にあっては低水流量以上の流量）のもとにあるときに測定することとなっていますが、低水流量の把握は非常に困難であるためBODやＣＯＤについ
ては測定された年間データのうち７５％以上のデータが基準値を満足することとされています 。

観測月日及び観測データ
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Ｈ２９

Ｈ２９
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観測所名称

環境基準点

基準類型

【生活環境の保全に関する環境基準項目】
名称 単位 環境基準値 観測年 評価

1/10 2/14 3/6 5/8 5/22 6/12 7/17 8/21 9/4 10/9 11/13 12/12 0.5
<0.5 0.6 0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 ○

1/15 2/12 3/5 4/16 5/7 6/11 7/24 8/6 9/11 10/8 11/26 12/10 0.6
<0.5 0.8 <0.5 0.7 0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 ○

1/14 2/4 3/4 4/23 5/13 6/3 7/1 8/5 9/9 10/28 11/19 12/9 0.5
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 0.6 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 ○

1/13 2/3 3/3 4/21 5/12 6/2 7/7 8/4 9/1 10/13 11/24 12/1 0.6
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 1.0 <0.5 0.5 0.6 0.5 ○

1/12 2/2 3/1 4/19 5/10 6/7 7/5 8/2 9/6 10/11 11/1 12/6 0.5
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 ○

1/10 2/7 3/7 4/20 5/9 6/6 7/12 8/1 9/5 10/10 11/7 12/5 <0.5
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 ○

1/9 2/20 3/6 4/17 5/15
1.2 <0.5 0.6 <0.5 <0.5

名称 単位 環境基準値 観測年
1/10 2/14 3/6 5/8 5/22 6/12 7/17 8/21 9/4 10/9 11/13 12/12

4 3 73 7 4 5 5 12 8 5 4 5
1/15 2/12 3/5 4/16 5/7 6/11 7/24 8/6 9/11 10/8 11/26 12/10

3 3 2 4 3 5 14 37 35 14 51 9
1/14 2/4 3/4 4/23 5/13 6/3 7/1 8/5 9/9 10/28 11/19 12/9

2 6 3 10 68 10 9 4 15 68 14 14
1/13 2/3 3/3 4/21 5/12 6/2 7/7 8/4 9/1 10/13 11/24 12/1

6 5 5 464 74 22 25 12 171 46 17 7
1/12 2/2 3/1 4/19 5/10 6/7 7/5 8/2 9/6 10/11 11/1 12/6

6 4 4 16 8 5 335 14 18 19 7 14
1/10 2/7 3/7 4/20 5/9 6/6 7/12 8/1 9/5 10/10 11/7 12/5

4 5 4 62 19 5 29 6 14 11 11 10
1/9 2/20 3/6 4/17 5/15

451 3 166 20 26
※SSの評価は日間平均値で判定することとされている。（日間平均値とは１日の測定値の平均値を日間平均値という。）

　上記、表のデータは定期採水を行った時点のデータであり、正確には日間平均値ではないため、参考とする。
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※環境基準は公共用水域が通常の状態（河川にあっては低水流量以上の流量）のもとにあるときに測定することとなっていますが、低水流量の把握は非常に困難であるためBODやＣＯＤについ

ては測定された年間データのうち７５％以上のデータが基準値を満足することとされています 。
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Ｈ２４

Ｈ３０

ＳＳ mg/L 25mg/L以下

ＢＯＤ mg/L 2mg/L以下

Ｈ２７

Ｈ２８

Ｈ２９

Ｈ２９

至近６年

環境基準値以下


